
1/3 

多可町分譲地住宅新築助成金交付要綱 

平成30年12月27日 告示第86号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、多可町の定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に資するため、本町が

実施するハイランドかみの郷の宅地分譲地の購入者が住宅取得に要する経費の一部を助成するこ

とについて、多可町補助金等交付規則（平成17年多可町規則第118号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己

の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利

を目的とするものは除く。 

(２) 定住 本町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を

生活の本拠とすることをいう。 

（助成対象者） 

第３条 この要綱による助成金の交付対象者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号の全て

に該当する者とする。 

(１) 本町に５年以上定住することを誓約する者

(２) 平成31年４月１日から平成36年３月31日までに住宅建築に係る工事を契約し、平成37年３

月31日までに新築した者 

(３) 助成対象者及び同一世帯の者全員に、市町村税及び税外収入金の滞納がない者

（助成対象事業） 

第４条 助成対象事業、助成対象経費及び助成額は別表第１のとおりとする。 

２ 助成金の交付回数は、同一世帯に対して１回限りとする。 

３ 助成対象者は、新築した住宅の所有者のうちの一人でなければならない。 

４ 助成対象者は、新築した住宅の固定資産税の納税義務者とならなければならない。 

（助成申請） 

第５条 助成を受けようとする者は、多可町分譲地住宅新築助成金交付申請書（様式第１号。以下

「交付申請書」という。）に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。 
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(１) 世帯全員の住民票

(２) 町税及び税外収入金の滞納がないことを証明する書類

(３) 登記が完了したことが確認できる書類

(４) 建物の位置図、平面図及び立面図

(５) 工事請負契約書の写し

(６) 工事代金又は住宅購入代金の領収書の写し

(７) 助成対象事業の成果が確認できる写真（完成後）

(８) 定住誓約書

(９) その他町長が特に必要と認める書類等

（交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、交付決

定又は却下したときは、多可町分譲地住宅新築助成金交付決定（却下）通知書（様式第２号）に

より通知するものとする。 

（交付の取消） 

第７条 町長は、助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り

消し、中止し、又は経過年数により別表第２に定める金額の返還を命ずることができるものとす

る。 

(１) 当該助成事業により建築した住宅を助成金の交付を受けた日から５年未満で取壊し、貸与

又は売却したとき。 

(２) 助成金の交付を受けた日から５年未満で転居又は転出したとき。

(３) 助成決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

（助成金の請求） 

第８条 助成金の請求は、多可町分譲地住宅新築助成金交付請求書（様式第３号）により行うもの

とする。 

（報告及び実地調査） 

第９条 町長は、必要があると認めるときは、助成対象事業に関し、助成申請者、施工業者等に報

告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。 

（補則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

（多可町住宅新築助成金交付要綱の廃止） 

第２条 多可町住宅新築助成金交付要綱（平成22年５月28日告示第58号）は、廃止する。 

別表第１（第４条関係） 

助成対象事業 助成対象経費 助成額 

住宅新築 助成対象者が居住することを目的に新

たに住宅を建築するための経費で、そ

の額が5,000，000円以上（消費税及び

地方消費税を含む。）であること。 

助成対象経費の100分の５に相当す

る金額（当該金額が500,000円を超

えるときは、500,000円とし、1,000

円未満は、切り捨てる。） 

別表第２（第７条関係） 

助成後の年数 交付決定を取り消す金額 

１年以内 交付決定額の100分の100 

１年超２年以内 〃 100分の80 

２年超３年以内 〃 100分の60 

３年超４年以内 〃 100分の40 

４年超５年未満 〃 100分の20 




